（別紙）その１

請　　　　求　　　　内　　　　訳　　　　書
（一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約
により選挙運動用自動車を使用した場合）

	使用年月日
	運送金額（ア）
	基準限度額（イ）
	請求金額
	備考

	
	
	64,500円×1台
=64,500円
	
	

	
	
	64,500円×1台
=64,500円
	
	

	
	
	64,500円×1台
=64,500円
	
	

	
	
	64,500円×1台
=64,500円
	
	

	
	
	64,500円×1台
=64,500円
	
	

	計
	
	
	
	


備考　「請求金額」欄には、（ア）又は（イ）のうち、いずれか少ない方の額を記載してください。
２　候補者が供託物を没収された場合には、壬生町に支払を請求することはできません。
　３　燃料代の請求は、契約届出書に記載された選挙運動用自動車に供給したもので、自動車燃料代確認書に記載された「確認金額」の範囲内に限られています。
　４　契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。
